
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１０２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月２６日 １９時５３分ごろ 

発生場所 明石海峡西方沖 

 兵庫県淡路市所在の淡路室津港西防波堤灯台から真方位２８０°

６.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.６′ 東経１３４°４５.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

  

 

Ａ 貨物船 EAST
イースト

 LUCKY
ラ ッ キ ー

（パナマ共和国籍）、１,９５８トン 

   ８８０８０４４（ＩＭＯ番号）、EAST LUCKY SHIPPING LTD 

Ｂ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３７００６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（ミャンマー連邦共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ えい
．．

網用やぐらに曲損、船尾部右舷端に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、航海士Ａほか１０人が乗り組み、航海士Ａが単独で当直に

就き、約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

により、南西進していた。 

 航海士Ａは、左舷船首方に黄色点滅灯を表示して遅い速力で北北西

進するＢ船を認め、Ｂ船がそのうちに左舷側を行き過ぎるものと思

い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船が針路を左に変えたように見えたので、急いで機

関を微速力前進としたが、平成２５年７月２６日１９時５３分ごろ、

淡路室津港西防波堤灯台から真方位２８０°６.３Ｍ付近において、

Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約３kn の速力でえい
．．

網しなが

ら北北西進し、船尾甲板で漁獲物の選別作業を始めた後、右舷船首方

にＡ船の灯火を認めたが、長年の経験から、航行に支障はないものと

思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 船長Ｂは、ふと右舷方を見たところ、Ａ船の紅灯及び緑灯が見えた

ので、危険を感じ、えい
．．

網中の網を放棄した直後、Ｂ船の右舷船尾部

とＡ船の船首部とが衝突した。 



 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視程 約３Ｍ 

海象：上げ潮の中央期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、これまで本事故海域を約３０回航行した経験があっ

た。 

 Ａ船は、スクラップ１,４３０ｔを積載し、船首喫水約２.３９ｍ、

船尾喫水約４.０３ｍであった。 

 Ｂ船は、全長約２２０ｍの漁具をえい
．．

航し、底引き網漁業に従事し

ていた。 

 船長Ｂは、本事故当時、３回目の揚網を終えた後、４回目のえい
．．

網

を開始し、船尾甲板左舷側で立って体を右舷方に向け、下を向いて漁

獲物の選別作業を行っていた。 

 Ｂ船は、動力船の法定灯火のほか、操舵室上部及び船尾甲板のやぐ

ら上に黄色回転灯各１個を表示していたものの、トロール漁業に従事

することを示す灯火の設備を備えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、明石海峡西方沖を南西進中、航海士Ａが、左舷船首方に認

めていたＢ船がそのうちに左舷側を通過するものと思い込み、針路及

び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、明石海峡西方沖をえい
．．

網して北北西進中、船長Ｂが、Ａ船

を認めたものの、航行に支障はないものと思い、漁獲物の選別作業を

行っていたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、明石海峡西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船

が北北西進中、航海士Ａが、Ｂ船がそのうちに左舷側を通過するもの

と思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが、Ａ船

を認めたものの、漁獲物の選別作業を行っていたため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りを適切に行い、衝突の虞の判断を速やかに行うとともに、

衝突を避けるための動作を適切に行うこと。 

 ・トロール漁業に従事する漁船は、正規の法定灯火設備を備え、操

業中は適切に表示すること。 

 ・操業中の漁船であっても、常に適切な見張りを行い、衝突を避け

るための動作を適切に行うこと。 

 


